
場　　所 日　　　時

市役所　本庁　　　　税務課
２月16日（金）〜３月15日（木）

（土・日曜日は除く） 午前８時30分〜午後５時15分　　　　西吉野支所　住民課 

　　　　大塔支所　　住民厚生課

会　　場 場　　所 日      時

五條会場 市民会館
（３階会議室）

２月16日（金）〜３月15日（木）
（土・日曜日は除く）
※混雑時は受付終了時刻を繰り上げます。

上記の期間中、税務署員・税理士による
相談日

２月19日（月）〜２月23日（金）

○午前の部
　午前10時〜正午
　（受付：午前９時〜11時30分）
○午後の部
　午後１時〜３時30分
　（受付：午後０時30分〜３時）

西吉野会場 市役所　西吉野支所 ２月20日（火）、２月22日（木） 

大塔会場 市役所　大塔支所 ２月19日（月）、２月23日（金）

申告期間　２月16日（金）〜３月15日（木）　（土曜・日曜日は除く）

市県民税の申告　所得税の申告は正しくお早めに

　市役所税務課では、平成19年度（平成18年分所得）の市・県民税申告および平成18年分の所得税確定申告の
相談および申告書の受付を次の日程で行います。

●市県民税の申告の受付

■市県民税の申告が必要な人
平成19年１月１日現在、市内に居住があった人で、次の人は市・県民税の申告が必要になります。
○平成18年中に営業等・農業・不動産所得などがあった人で、税務署への確定申告が必要でない人。
○サラリーマン・パート・アルバイトなどの給与所得者で、次に当てはまる人。
　・給与支払報告書が勤務先から五條市役所へ提出されていない人。（勤務先で確認してください。） 
　・年末調整された給与所得および退職所得以外の各種所得金額が20万円以下の人。
○公的年金の収入などがある人で、所得税がかからず、市・県民税の所得控除を受けようとする人。
○病気・その他で所得のなかった人や非課税所得（雇用保険・障害者年金・遺族年金等）などで生活していた人。
　なお、税務課から「申告書」と「申告書の書き方」を２月上旬に郵送しますが、上記に該当する人で、届かな
い場合は、税務課まで問い合わせてください。

●所得税確定申告の相談会

※西吉野会場・大塔会場へ、上記の申告相談日に来場できない場合は、申告期間中については五條会場でも申告
相談・受付できます。

■所得税の確定申告が必要な人
○事業所得（営業・農業等）・不動産・一時所得などがある人
　平成18年中の「所得金額の合計額」から「基礎控除その他の所得控除の合計額」を差し引き、その金額に基づ
いて「計算した税額」が「配当控除額」と「平成18年分の定率減税」を差し引いて残額のある人。
○サラリーマン・パート・アルバイトなどの給与所得者で次に当てはまる人。
　・給与収入が２，０００万円を超える人。
　・年末調整された給与所得や退職所得以外の各種所得金額が20万円を超える人。
○公的年金等を２か所以上からもらっている人。
　公的年金等を２か所以上からもらっていて、それぞれの公的年金等受給額を合算して計算した結果、所得
税を納めなければならない人、または還付がある人。
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